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運営費補助金制度

【企画財政部】
地域元気アップ協働事業補助金 制度区分 県補助金

所管省庁
（ふるさと創造資金 地域づくり支援枠） 県担当課 地域政策課 地域振興担当（内線２７６８）
支
援 地域の活力を活かした全員参加の地域づくりを支援するため、市町村と地域団体等が連携して地域の共
目 通課題の解決を目指す取組を支援する。
的

〔対象事業〕
市町村と地域団体等からなる実行委員会が、その構成団体の連携のもと実施する地域の共通課題の解

支 決に資するソフト事業。

〔対象経費〕
補助対象事業に要する経費。ただし以下の経費を控除する。

援 ①経常的な維持管理等にかかる経費
②備品購入費（専ら当該ソフト事業に使用する備品でリース等による対応が困難な場合を除く）
③報償費（講師等謝金を除く）、旅費（講師等費用弁償を除く）、食糧費、交際費。

内 〔支援金額（率）〕
補助対象経費の１／２以内で実行委員会あたり１，０００万円以内。

〔対象団体〕
容 市町村に事務局を置く実行委員会

※ただし事業の実施上、特に必要と認める団体等に事務局を置く必要がある場合には別途協議する

〔予 算 額〕２１年度 １，２００，０００千円のうち一部
２０年度 １００，０００千円

〔採択件数・採択例〕２１年度 未定
２０年度 ８件（深谷市、小鹿野町等）

〔根拠法令・要綱等〕地域元気アップ協働事業補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕事業期間 単年度 採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度

【企画財政部】
広域連携支援事業 制度区分 県補助金
（ふるさと創造資金 地域づくり支援枠） 所管省庁

県担当課 地域政策課 地域振興担当（内線２７６８）
支 基礎自治体である市町村の効率的・効果的な行政運営に資するため、市町村等が広域的に連携して取り
援 組む事業を支援するものである。
目
的

〔対象事業〕
地域の実情に応じ、補助事業者が自主的かつ主体的に取り組む事業で、次のいずれかに該当する事業

支 〔事業種別〕 〔対象団体〕 〔補助事業費〕
１ 広域的な行政課題の解決 (1) 複数市町村＊１ 100万円以上のｿﾌﾄ事業

に資する事業 (2) 広域行政機構、まちづくり協議会、任意
協議会、一部事務組合、法定合併協議会

２ 市町村の合併の推進に資
援 する事業 同上 同上

３ 広域的な連携に資する事
業で知事が特に必要と認め 同上 同上
る事業

内 ※ 複数市町村が対象団体となる場合、補助事業費中「100万円以上のｿﾌﾄ事業」については、１市町村
当たりの事業費が50万円以上であることが必要。

〔対象経費〕
市町村：補助事業に要する経費のうち一般財源に係る経費
一部事務組合・広域行政機構・まちづくり協議会等：補助事業に要する経費から、構成市町村負担金以

容 外の特定財源を除いた経費
〔支援金額（率）〕

補助対象経費の２分の１以内
〔予 算 額〕２１年度 １，２００，０００千円のうち一部

２０年度 １，１００，０００千円のうち一部
〔採択件数・採択例〕２１年度 未定

２０年度 ５件 多文化共生について調査研究事業 他
〔根拠法令・要綱等〕広域連携支援事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕
〔組合せ出来る他制度〕

【企画財政部】
法定合併協議会助成事業 制度区分 県補助金
（ふるさと創造資金 合併推進枠） 所管省庁

県担当課 地域政策課 合併担当（内線２７９４）
支
援 法定合併協議会を設置した市町村に対し、その事業経費の一部を助成することにより円滑な運営を支援
目 するものである。
的

〔対象事業〕
法定合併協議会が実施する、合併市町村基本計画や将来構想の策定・調査、住民説明会等の開催など

支
〔対象経費〕

補助対象事業費を市町村の負担金の割合ごとに按分し、当該按分後の額から国庫支出金等の特定財源及
び人件費を控除した額

援
〔支援金額（率）〕

補助対象経費の４分の１以内（１市町村あたり毎年度２００万円を補助限度額とする）

内 〔対象団体〕
法定合併協議会を設置した、埼玉県市町村合併推進構想に位置付けられた構想対象市町村

〔予 算 額〕２１年度 ４０，０００千円 ２０年度 ２０，０００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （未定） ２０年度 １０件 １９，４２８千円
〔根拠法令・要綱等〕法定合併協議会助成事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕（法定合併協議会設置期間）
〔組合せ出来る他制度〕
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運営費補助金制度
【企画財政部】

合併準備支援事業 制度区分 県補助金
（ふるさと創造資金 合併推進枠） 所管省庁

県担当課 地域政策課 合併担当（内線２７９４）
支 市町村合併に伴い必要となる合併準備・移行経費（電算システム統合経費、庁舎改修経費など）に対し
援 て交付金を交付することにより、市町村における合併に向けた準備が円滑に行われるとともに、合併後に
目 おける行政サービスが円滑に実施されるよう支援を行うものである。
的

〔対象事業〕
合併市町村への円滑な移行に資するための事業

支
〔対象経費〕

交付対象事業費（人件費等を除く）のうち、国庫支出金等の特定財源を控除した額

援 〔支援金額（率）〕
合併市町村（合併関係市町村を含む）ごとの事業期間を通じた交付金の総額は下記の算式により得られ

た額を限度とする。

内 交付金額 ＝ ８，０００万円 ＋ ２，０００万円 × （合併関係市町村数 － ２）

〔対象団体〕
埼玉県市町村合併推進構想に位置付けられた構想対象市町村である合併関係市町村及び合併市町村

〔予 算 額〕２１年度 ６８０，０００千円 ２０年度 ８０，０００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （未定） ２０年度 ０件
〔根拠法令・要綱等〕合併準備支援事業交付金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕合併前年度・合併年度・合併次年度
〔組合せ出来る他制度〕

ふるさと創造貸付金

【企画財政部】
バス路線維持対策補助 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 交通政策課 総合交通体系・バス・航空担当

支
援 乗合バスの規制緩和後、生活交通として県民の日常生活を支えるバス路線の維持、確保を図る。
目
的

〔対象事業〕
補助対象市町村が民営路線バス事業に対して行う補助事業及び廃止代替バスとして市町村が自らバス輸
送を行う事業

支
〔事業要件〕

１ 埼玉県生活交通確保対策地域協議会において、地域の生活交通としての維持・確保が必要と認めら
れた民営バス路線

援 （過疎地域等のバス路線も含む）
２ 埼玉県生活交通確保対策地域協議会において、地域の生活交通としての維持・確保が必要と認めら

れた、廃止代替バスとして市町村が自ら運行または民間事業者への依頼により実施しているバス路線
（過疎地域等のバス路線も含む）

内
〔対象経費〕

運行費

容 〔支援金額（率）〕
補助対象経費の１／２以内

〔対象団体〕
市町村

〔予 算 額〕２１年度 １０２，８０５千円、２０年度 １０７，５２６千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 １０件（予定）

２０年度 １０件 秩父市、横瀬町、皆野町、ときがわ町他
〔根拠法令・要綱等〕生活維持路線確保対策費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せできる他制度〕特になし
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運営費補助金制度

【総務部】
個人住民税納税率アップ事業補助金 制度区分 県補助金
（ふるさと創造資金 緊急重点事業推進枠） 所管省庁

県担当課 特別徴収課税調査課（内線2642）

支 税源移譲に伴い、個人住民税（個人県民税・個人市町村民税）の納税率アップは県・市町村共通の課題
援 である。個人県民税の賦課徴収は市町村が実施しているが、市町村では対策を検討しても財政的な理由か
目 ら実施が困難な場合がある。そこで、効果的、効率的な納税率アップ対策を支援する。
的

〔対象経費〕
・初期滞納者対策に有効な電話催告を行う「催告センター」の設置経費

支 ・効率的な滞納整理を行うための電算システム整備経費等

〔支援金額（率）〕
援 補助率：１/２以内 上限５００万円

〔対象団体〕
内 市町村、複数市町村による広域的な団体

容

〔予 算 額〕２１年度 １５，０００千円 、 ２０年度 ０千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）未定

２０年度 ０件
〔根拠法令・要綱等〕 埼玉県個人住民税納税率アップ事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 特になし 新規採択期限 平成２３年度
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度

【県民生活部】
隣保館運営事業等県費補助金

制度区分 国庫補助金・県補助金
所管省庁 厚生労働省 地域福祉課
県担当課 人権推進課調整担当（内線2258）

支 人権課題の解決のために実施されている隣保事業に対して補助を行い、地域社会全体の福祉の向上及び
援 人権意識の向上を図る。
目
的

〔対象経費〕
支 隣保館が行う生活上の各種相談事業や人権課題解決のための各種事業の実施に要する経費（運営費、周

辺地域巡回事業、社会調査及び研究事業の充実、隣保館デイサービス事業、地域交流促進事業）及び
広域隣保活動

援
〔支援金額（率）〕

国２／４、県１／４、市町村１／４
内

〔対象団体〕
容 市町村

〔予 算 額〕２１年度 ５９，６６１千円 、 ２０年度 ６２，４３０千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）１４市町（熊谷市ほか１３市町）

２０年度 １４市町（熊谷市ほか１３市町）
〔根拠法令・要綱等〕隣保館運営事業等県費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし

【県民生活部】
埼玉県子どもたちを地域で 制度区分 県補助金
育む事業補助金 所管省庁
（ふるさと創造資金 緊急重点事業推進枠） 県担当課 青少年課 （内線２９１１）
支
援 未来を担う青少年の育成を図るため、市町村や市町村と連携した地域団体等が実施する子どもたちを地
目 域で育む事業に対して、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
的

〔対象事業〕
地域の特性や人材を生かし、自主的かつ主体的に取り組む事業で次に該当する事業

支 １ 非行防止重点支援事業
２ 不登校児童生徒等支援事業
３ 青少年夢サポート事業
４ 子ども体験・地域交流事業

援 〔対象経費〕
報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、その他知事が認める経費

〔支援金額（率）〕
補助対象経費の１／２以内（不登校児童生徒等支援事業は50万円、その他の事業は100万円を補助上限額

内 とし、10万円を補助下限額とする。）
〔対象団体〕

市町村（政令指定都市は除く。）、複数市町村、市町村が中心となって構成されている実行委員会等
（青少年育成市町村民会議、市町村青少年育成推進員協議会及び市町村青少年相談員協議会を含む。）

容

〔予 算 額〕２１年度 ５，０００千円 、 ２０年度 １０，０００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）２０件

２０年度 ８件 青少年健全育成推進講演会及び街頭キャンペーン（白岡町）、
青少年非行防止事業(小川町青少年補導委員会）他

〔根拠法令・要綱等〕埼玉県子どもたちを地域で育む事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間１年 新規採択期限 平成２３年度
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【県民生活部】

高等学校交通遺児授業料減免 制度区分 国庫補助金・県費補助
事業補助金 所管省庁 国土交通省自動車交通局

県担当課 防犯・交通安全課 総務・企画担当 （内線2955）
支
援 市町村立高等学校に在学する交通遺児等で経済的に就学が困難である者の学費負担の軽減を図っている
目 支市町村を支援する。
的

〔対象事業〕
市町村立高等学校に在学する対象交通遺児等について、当該高等学校の設置者である市が交通遺児に対

支 する授業料の減免又は軽減を行う事業。

〔対象経費〕
援 （月間授業料減免額又は９，９００円のいずれか少ない額）×月数×人数

〔支援金額（率）〕
内 補助対象経費の１／２以内

〔対象団体〕
容 高等学校設置市町村

〔予 算 額〕２１年度 １７９千円 ２０年度 １７３千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 未定

２０年度 １件
〔根拠法令・要綱等〕
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし

【県民生活部】
市町村交通事故防止 制度区分 県補助金
特別対策事業 所管省庁

県担当課 防犯・交通安全課 安全教育・指導担当（2960）
支 交通死亡事故が多発している市町村を「交通事故防止特別対策地域」に指定し、交通事故防止のための
援 緊急対策を３か月間行うこととし、県・教育委員会・警察本部が当該市町村を支援して総合的な交通安全
目 対策を実施する。
的

〔対象事業〕
交通安全広報啓発事業、交通安全教育事業、交通安全街頭指導事業等及びその他、特別対策の実施にあ

支 たって必要と認められる事業とする。

〔対象経費〕
援 補助対象事業に要する経費

〔支援金額（率）〕
内 補助対象事業に要する経費の１／２以内とし、市については８０万円、町村については４０万円を限度

額とする。

〔対象団体〕
容 補助事業実施団体 市町村（政令市、中核市、特例市は除く。）

〔予 算 額〕２１年度 ２，４００千円 ２０年度 ２，８００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 未定

２０年度 ０件
〔根拠法令・要綱等〕市町村交通事故防止特別対策推進要綱、市町村交通事故防止特別対策事業費補助金交付

要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 ３か月
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【県民生活部】

防犯のまちづくり支援事業 制度区分 県補助金
（ふるさと創造資金緊急重点事業推進枠） 所管省庁

県担当課 防犯・交通安全課（内線2943）
支
援 犯罪を起こさせにくい地域環境づくりを推進するため、市町村が実施する「防犯のまちづくり」のため
目 の事業にその経費の一部を補助する。
的

〔対象事業・対象経費・支援金額（率）〕
支

対象事業 対象経費 補助額及び補助限度額
（以下の事業に係る経費） （補助額は千円未満切捨て）

１ ソフト事業 (1)自主防犯活動ｸﾞﾙｰﾌﾟの育成 補助対象経費の3分の2以内とし、
援 (2)防犯意識の啓発 400万円を限度とする

２ ハード事業 (1)防犯機器の整備 補助対象経費の3分の1以内とし、
(2)自主防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ拠点の整備 400万円を限度とする

内 (3)子どもの安全に係る防犯用具の整備

３ 市町村緊急重点対策事業 (1)市町村が地域の犯罪情勢等に合わせ 補助対象経費の3分の2以内とし、
容 て緊急的・重点的に取り組む対策 300万円を限度とする

〔予 算 額〕２１年度 １７０，０００千円
２０年度 １７０，０００千円

〔採択件数・採択例〕２０年度 ５３市町
〔根拠法令・要綱等〕埼玉県防犯のまちづくり支援事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【危機管理防災部】

自主防災組織結成・活動費補助金 制度区分 県補助金
所管省庁
県担当課 消防防災課（内線３１８１）

支
援 自主防災組織の結成・活動の活性化に取り組む市町村へ助成し、自主防災組織の育成・強化を図る。
目
的

〔対象経費〕
自主防災組織結成費補助：新たに結成された自主防災組織に対し、結成時にかかる経費の補助を行った

支 市町村へ助成を行う。（資機材費、資料印刷費、講師謝金など）
自主防災組織活動費補助：自主防災組織に対し、訓練等にかかる経費の補助を行った市町村へ助成を行

う。（防災訓練に係る経費、研修会にかかる経費など）

援
〔支援金額（率）〕

結成費：補助基準額 ２００千円
補 助 率 １／２以内

内 活動費：補助基準額 １００千円
補 助 率 １／２以内

容 〔対象団体〕
自主防災組織に対し、結成・活動への補助を行っている市町村（政令指定都市を除く）

〔予 算 額〕２１年度 １０，０００千円（新規）、２０年度 千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 結成費：５０件 活動費：１００件（予定）

２０年度 件
〔根拠法令・要綱等〕現在、未作成
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 平成 年度
〔組合せ出来る他制度〕

【危機管理防災部】
震災に強いまちづくり支援事業 制度区分 県補助金
（ふるさと創造資金 緊急重点事業推進枠） 所管省庁

県担当課 消防防災課 （内線 ３１７２）
支 県民に身近な市町村施設は、大規模地震発生時に小中学校が避難所となるなど、地域の防災拠点として
援 重要な役割を果たす。
目 そこで、市町村施設の多数を占める小中学校施設の耐震診断について助成し、市町村施設の耐震化を促
的 進する。

〔対象事業〕
防災上重要な小中学校施設の耐震診断

支

〔対象経費〕
補助対象事業の実施に要する経費（ただし、市町村の一般財源に係る経費）

援

〔支援金額（率）〕
補助対象事業の実施に要する経費の１／２以内において知事が定める額（ただし、前年度普通交付税不

内 交付団体は１／３以内）
上限額：小中学校施設１棟あたり１，５００千円（前年度普通交付税不交付団体は１，０００千円）

容 〔対象団体〕
市町村（政令指定都市は除く）

〔予 算 額〕２１年度 ２０２，５００千円 、 ２０年度 ３０１，６６２千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 未定

２０年度 ５５件 小学校耐震診断調査（鳩ヶ谷市）他
〔根拠法令・要綱等〕埼玉県震災予防のまちづくり条例、埼玉県ふるさと創造資金大綱、埼玉県震災に強いま

ちづくり支援事業補助金交付要綱、埼玉県震災に強いまちづくり支援事業実施要領
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 （平成２３年度で終了の予定）
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【環境部】

地球にＥ～ＣＯ(２)と 制度区分 県補助金
い い こ と

学習推進事業費 所管官庁
（地球にＥ～ＣＯ(2)とチャレンジ事業への助成） 県担当課 温暖化対策課 （内線 3033）

い い こ と

支
援 環境学習に関するモデル事業を募集し、その活動経費を助成する。
目
的

〔対象事業〕

支 「地球にＥ～ＣＯ(２)と学習推進事業」のうち「地球にＥ～ＣＯ(２)とチャレンジ事業への助成」
い い こ と い い こ と

〔対象経費〕
小・中学校やこどもエコクラブを対象に、環境学習に関するモデル事業を募集し、その活動経費を助成

援 する。

〔支援金額（率）〕
小・中学校：上限８０万円（事業規模が４０万円までは１０／１０、４０万円を超える部分は２／３）

内 ８団体
エコクラブ：上限３０万円（助成率は１０／１０） １２団体

容
〔対象団体〕

市町村→小・中学校
こどもエコクラブ

〔予 算 額〕２１年度 １０,０００千円 、 ２０年度 １０，０００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）２０ 件

２０年度 １７件 ※平成２０年度は上限１００万円で１０団体を募集

〔根拠法令・要綱等〕環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律
〔事業期間・採択期限〕事業期間 1 年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし

地球にＥ～ＣＯ(２)と 【環境部】
い い こ と

学習推進事業費 制度区分 県補助金
（森林とふれあい体験活動推進事業） 所管省庁

県担当課 森づくり課（内線 ４３２５）

支
援 環境学習に関するモデル事業を募集し、その活動経費を助成する。
目
的

〔対象事業〕

支 「地球にＥ～ＣＯ(２)と学習推進事業」のうち「森林とのふれあい体験活動推進事業」
い い こ と

〔対象経費〕
県民の森やみどりの村など５施設の特徴を活かした体験学習プログラムを作成し、プログラムに参加す

援 る小・中学校に活動費を助成。

〔支援金額（率）〕
内 １校あたり２７５，０００円を上限として助成。１５校

〔対象団体〕
容 市町村→小・中学校

〔予 算 額〕 ２１年度 ４，１２５千円 、 ２０年度 ２，７５０千円
〔採択件数・採択例〕 ２１年度 （予定）１５件

２０年度 １０件
〔根拠法令・要綱等〕 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律
〔事業期間・採択期限〕 事業期間 １年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕 特になし



- 47 -

運営費補助金制度

【福祉部】
民生委員・児童委員活動費等 制度区分 県補助金
補助金 所管省庁

県担当課 社会福祉課 社会福祉担当（内線3228）
支
援 民生委員・児童委員の活動を推進し、地域福祉の増進を図るため、活動に要する経費等を市町村に補助
目 する。
的

〔対象事業〕
民生委員・児童委員の相談・支援活動や市町村に設置されている民生委員児童委員協議会が行う研究

支 協議会の開催等

〔対象経費〕
１ 民生委員・児童委員の活動に要する経費

援 ２ 民生委員協議会への委員の出席に要する経費
３ 民生委員協議会の活動旅費に要する経費
４ 民生委員協議会活動の推進に要する経費

内 〔支援金額（率）〕
１ 民生委員・児童委員 １人年額 ５８，２００円
２ 民生委員・児童委員 １人年額 ５４２円
３ 民生委員・児童委員協議会会長 １人年額 １１，９２０円

容 ４ 民生委員・児童委員協議会 １協議会年額 ２００，０００円

〔対象団体〕
市町村

〔予 算 額〕 ２１年度 ５７６，９０２千円 、 ２０年度 ５７６，９０２千円
〔採択件数・採択例〕 ２１年度 （予定）６８件

２０年度 ６８件
〔根拠法令・要綱等〕 民生委員及び児童委員活動費等補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし

【福祉部】
重度障害者居宅改善整備費 制度区分 県補助金
補助金 所管省庁

県担当課 障害者福祉推進課 障害福祉担当（内線３３１５）
支
援 身体障害者が障害に応じて住宅改造を行う場合に助成を行う市町村に対し、補助金を交付することによ
目 り、身体障害者の日常生活の環境改善と介護者の負担の軽減を図る。
的

〔対象事業〕
障害者福祉施設等支援事業補助金交付要綱に基づき実施する事業

支
〔対象経費〕

上記要綱に基づき、市町村が対象者に助成した経費
援

〔支援金額（率）〕
補助基準額 ・１件につき360,000円×補助率 １／３

内 ・１件につき360,000円×補助率 １／２（生活保護世帯）
〔対象団体〕

市町村
容

〔予 算 額〕２１年度 ５，１００千円 、 ２０年度 ５，１００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）４２件

２０年度 （予定）４２件
〔根拠法令・要綱等〕埼玉県障害者福祉施設等支援事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕 事業期間 ４／１～３／３１ 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕 特になし
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運営費補助金制度
【福祉部】

在宅重度心身障害者手当 制度区分 県補助金
支給費補助金 所管省庁

県担当課 障害者福祉推進課 障害福祉担当（内線３３１５）
支
援 在宅の重度心身障害者に手当を支給する市町村に対して助成することによって、在宅重度心身障害者の
目 経済的、精神的負担の軽減を図り、福祉の増進を図る。
的

〔対象事業〕
障害者生活支援事業補助金交付要綱に基づき、在宅の重度心身障害者の経済的・精神的負担を軽減する

支 ため、その者に手当を支給する市町村事業
〔対象経費〕

在宅の重度心身障害者に対し、手当を支給した額
対象者 ・身体障害者手帳１、２級

援 ・療育手帳Ａ、Ａ
・精神障害者保健福祉手帳１級（平成２２年１月から）
・超重症心身障害児（平成２２年１月から）
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表１に定める程度の障害の状態

内 支給制限 ・特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当を受給している場合
・施設に入所している場合
・前年の所得により、住民税を課税されている場合
・６５歳以上で新たに障害者手帳を取得した者（６５歳未満で支給開始した者には引き続き

容 支給する）（平成２２年１月から）
〔支援金額（率）〕

基準額 月額５，０００円
補助率 １／２

〔対象団体〕
市町村

〔予 算 額〕 ２１年度 ２，０００，５２０千円 ２０年度 １，９８０，９３４千円
〔採択件数・採択例〕 ２１年度 ７０市町村

２０年度 ７０市町村
〔根拠法令・要綱等〕 埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕４／１～３／３１ 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕 特になし

【福祉部】
精神障害者小規模作業所 制度区分 県補助金
運営費補助金 所管省庁

県担当課 障害者自立支援課 施設支援担当 （内線３３１４）
支
援 市町村が行う地域活動支援センター事業又は小規模作業所運営費補助事業若しくは市町村の設置する小
目 規模作業所運営に要する経費に対して補助を行う。
的

〔対象事業〕 市町村の地域活動支援センター及び小規模作業所

支 〔対象経費〕 指導員及び嘱託医に要する人件費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、その他運
営に要する経費

〔支援金額（率）〕 補助基準額 補助率
援 地域活動支援センター ２，０００千円 １／２

小規模作業所（Ａタイプ） ５，０００千円 １／２
小規模作業所（Ｂタイプ） ４，２００千円 １／２

内 ※国の報酬単価改定に伴い、補助単価を変更する予定

〔対象団体〕 市町村、市町村→地域活動支援センター、小規模作業所
容

〔予 算 額〕 ２１年度 １２７，３８１千円 、 ２０年度 １４１，２００千円
〔採択件数・採択例〕 ２１年度 （予定）６５件

２０年度 ４７件
〔根拠法令・要綱等〕 埼玉県精神障害者小規模作業所運営費補助金交付要綱

埼玉県地域活動支援センター（精神小規模型）運営費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間／単年度 採択期限／特になし
〔組合せできる他制度〕特になし
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運営費補助金制度

心身障害者地域デイケア施設 制度区分 県補助金 【福祉部】
助成費 所管省庁

県担当課 障害者自立支援課 施設支援担当（内線３３１４）
支
援 心身障害者が身近な地域において通所利用する多目的な施設について育成を図るため、その運営又は補
目 助を行う市町村に対し、運営費等を助成することを目的とする。
的

〔対象事業〕
・市町村が実施（委託による実施を含む。）する地域活動支援センター及び心身障害者地域デイケア事業

支 ・社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体が設置・運営する地域活動支援センター及び心身障害者地
域デイケア事業に対する補助事業

〔対象経費〕
・運 営 費 地域活動支援センター（地域デイケア型）（Ａ） ８，０００千円

援 地域活動支援センター（地域デイケア型）（Ｂ） ６，０００千円
重度加算（Ａ） １，０００～８，０００千円
重度加算（Ｂ） ５００～４，０００千円
就労支援加算 ２，０００千円

内 （地域活動支援センターに移行できない施設は、定員に応じて従来の９５～１００％の単価を保証）
※国の報酬単価改定に伴い、補助単価を変更する予定

・初度設備費又は建物改修費 １か所 ５００千円
・送迎車購入費 １台 １，８００千円

容 〔支援金額（率）〕
補助基準額の１／２以内

〔対象団体〕
市町村、市町村→社会福祉法人若しくは特定非営利活動法人等

〔予 算 額〕 ２１年度 １，２８７，００２千円 ２０年度 １，２７０，２５０千円
〔採択件数・採択例〕 ２１年度 （予定）２１５施設

２０年度 １７４施設
〔根拠法令・要綱等〕埼玉県地域活動支援センター（地域デイケア型）事業実施要綱、心身障害者地域デイケ

ア事業実施要綱、埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せできる他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【福祉部】

グループホーム等事業費 制度区分 県補助金
補助金 所管省庁

県担当課 障害者自立支援課 地域生活支援担当（内線３３１7）
支
援 自立した地域生活を希望する障害者に対してグループホーム等（知的障害者）、生活ホーム（身体障害
目 者、知的障害者）のサービスを提供し、社会的自立の助長を図ることを目的とする。
的

〔対象事業〕
・グループホームサービス費負担金
・グループホーム運営費補助

支 ・生活ホーム運営費補助
・障害者暮らし体験事業

〔対象経費〕
・グループホーム(国庫負担基準額) ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ(１人日額) 1,200円又は2,870円

援 ｹｱﾎｰﾑ(１人日額) 2,100円(区分２)～6,750円(区分６)
・グループホーム運営費補助金 １人日額 690円 他
・生活ホーム（補助基準額） 運営費(１人日額) ２，４００円

建物改修費又は初度設備費(１か所) ３００，０００円
・暮らし体験事業 運営費（１人日額）2,400円

内
〔支援金額（率）〕

・グループホームサービス費負担金 国庫負担基準の国1/2･(県1/4)･市町村1/4
・グループホーム運営費補助金 ①生活ホーム補助基準額からｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ国庫負担基準額を引いた差額

②夜間支援体制加算、入院時支援加算に対する上乗せ補助(小規模のみ)
容 ・生活ホーム 補助基準額の１／２

・暮らし体験事業 補助基準額の１／２

〔対象団体〕
市町村→グループホーム・ケアホーム、生活ホーム

〔予 算 額〕２１年度 ６８７，８０３千円 、 ２０年度 ５７７，６４２千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）(グ)250件、(生) 90件

２０年度 (グ)235件、(生)108件
〔根拠法令・要綱等〕埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金交付要綱、障害者自立支援法第９４条第１項
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし

【福祉部】
障害者地域生活サポート事業 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 障害者自立支援課 地域生活支援担当（内線３３１7）

支
援 在宅障害者の社会活動等を支援するため、障害者のニーズやそれぞれの地域特性等に応じた福祉サービ
目 スを実施する市町村に対して補助を行うことにより、市町村における在宅福祉サービスを充実し、もって
的 障害者の自立を推進する。

〔対象事業〕
支 障害児・者生活サポート事業

〔対象経費〕
援 事業に要する費用

〔支援金額（率）〕
内 補助基準額 （登録団体の１時間あたりの利用料×２）×利用時間数×１／２

補助基準額の上限(人口30万人以上:5,000千円～5万人未満:1,000千円)
〔対象団体〕

容 市町村

〔予 算 額〕２１年度 ９８，０２５千円 、 ２０年度 ９８，０６４千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 ６４市町村

２０年度 ６４市町村
〔根拠法令・要綱等〕埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【福祉部】

全身性障害者介助人派遣事業 制度区分 県補助金
所管省庁
県担当課 障害者自立支援課 地域生活支援担当（内線３３１7）

支
援 障害福祉サービスの利用が困難な全身性障害者が自ら推薦する介助人を市町村に登録・派遣することに
目 よって、全身性障害者の自立した地域生活を支援する。
的

〔対象事業〕
全身性障害者介助人派遣事業

支

〔対象経費〕
介助人に対する報酬（１時間当たり９００円）

援

〔支援金額（率）〕
利用時間数×９００円×１／２

内

〔対象団体〕
市町村

容

〔予 算 額〕２１年度 33,292 千円 、 ２０年度 35,045 千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 １１件（見込み）

２０年度 １０市
〔根拠法令・要綱等〕埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし

【福祉部】
超重症心身障害児短期入所等 制度区分 県補助金
促進事業 所管省庁

県担当課 障害者自立支援課 地域生活支援担当（内線３３１7）
支
援 人工呼吸器を使用する等、医療的ケアを必要とする重症心身障害児（在宅の「超重症心身障害児」）を
目 介助する家族の精神的、身体的負担が非常に重い状況にある。
的 このため、短期入所事業及び日中一時支援事業を拡大することにより、超重症心身障害児を介助する家

族の精神的、身体的負担の軽減を図る。

〔対象事業〕
短期入所促進事業、日中一時支援促進事業

支
〔対象経費〕

（１）短期入所促進事業
事業に要する費用

援
（２）日中一時支援促進事業

事業に要する費用

内 〔支援金額（率）〕
補助基準額の１／２

容 〔対象団体〕
市町村

〔予 算 額〕２１年度 9,600 千円（新規事業）
〔採択件数・採択例〕２１年度 （見込み）

２０年度 なし
〔根拠法令・要綱等〕埼玉県超重症心身障害児短期入所等促進事業補助金交付要綱（仮称）
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【福祉部】

放課後児童健全育成 制度区分 国庫補助金・県補助金
事業費補助金 所管省庁 厚生労働省 育成環境課

県担当課 少子政策課 子育て環境整備担当（内線３３２２）
支
援 親の就労などで昼間保護者のいない小学校低学年児童（放課後児童）等の健全育成を図るため、市町村
目 に対し、放課後児童健全育成事業に要する経費を助成する。
的

〔対象事業・対象経費・支援金額（率）〕
１ 放課後児童健全育成事業費補助

支 （１）放課後児童の育成に適当なクラブ室を有すること。
（２）放課後児童指導員(児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい。)を配置していること。
（３）おおむね１０歳未満の児童１０人以上を対象としていること。

補助率
援 区 分 対 象 経 費 補 助 基 準 額

国 県
１ 運営費基本額 放課後児童指導員１人分人件費を含めた事業経費 1,612千円／年

1／3 1／3
(国庫補助対象分） （飲食物費を除く。） （児童数２０～３５人）

２ 運営費基本額
内 放課後児童指導員加算分人件費 民営クラブの規模に応じた額 1／3

(県単補助対象分）

平日：１日６時間を超え、かつ１８時を越えて開設 199千円×18時を越える時間数
３ 長時間開設加算 1／3 1／3

長期休業等：１日８時間を超えて開設 90千円×8時間を超える時間数

容 ４ 開設日数加算 ２５０日を超える開設日数に対する加算 13千円×日数 1／3 1／3
５ 障害児指導員加算 障害児１人以上で１人分の指導員人件費加算 1,421千円／年 1／3 1／3

〔対象団体〕 市町村、市町村→放課後児童クラブ

〔予 算 額〕 ２１年度 １，８４２，４７４千円 ２０年度 １，５９８，１４７千円
〔採択件数・採択例〕 ２１年度（予定） ６８市町村 ７３８クラブ

２０年度 ６８市町村（熊谷市ほか）６８９クラブ
〔根拠法令・要綱等〕 埼玉県放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せできる他制度〕特になし

【福祉部】
埼玉県特別支援学校放課後児童 制度区分 県補助金
対策事業費補助金 所管省庁

県担当課 少子政策課 子育て環境整備担当（内線３３２２）
支
援 特別支援学校等の放課後や夏休み等長期休校時における障害児童の集団生活と健全育成の場を確保する
目 ための放課後児童対策を行う特別支援学校放課後児童クラブを運営又はその運営に要する経費を助成する
的 市町村に対し助成する。

〔対象事業〕
特別支援学校放課後児童対策事業費補助

支 １ 特別支援学校放課後児童の育成に適当なクラブ室を有すること。
２ 基準以上の指導員（保母、児童指導員若しくは特別支援学校教諭等教職員の資格を有する者又は障
害児の指導に知識経験を有する者）を配置すること。

※基準指導員数＝（重度障害児数×２＋その他の障害児数）÷６
援 ３ 県内の特別支援学校等に通学する障害児がおおむね１０人以上いること。

〔対象経費・支援金額（率）〕
指導員人件費及び賠償責任保険料

内 区 分 補助基準額 補助率
１ 重度障害児（１人当たり） 47,000円／月 １／３
２ その他の障害児（１人当たり） 23,500円／月 １／３

※ 重度障害児の定義 ア 療育手帳 Ａ 又はＡの交付を受けている児童
容 イ 身体障害者手帳１級の交付を受けている児童

ウ 療育手帳Ｂ及び身体障害者手帳２級の交付を重複して受けている児童
〔対象団体〕

市町村、市町村→特別支援学校放課後児童クラブ
〔予 算 額〕 ２１年度 ９３，３４２千円 ２０年度 ９１，７４４千円
〔採択件数・採択例〕 ２１年度（予定）５４市町村 ２８クラブ

２０年度 ５４市町（熊谷市ほか） ２８クラブ
〔根拠法令・要綱等〕 埼玉県特別支援学校放課後児童対策事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せできる他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【福祉部】

地域子育て支援拠点 制度区分 国庫補助金・県補助金
事業費補助金 所管省庁 厚生労働省 育成環境課

県担当課 少子政策課 子育て環境整備担当（内線３３２２）
支
援 子育て中の保護者の抱える不安や孤立感を軽減するため、子どもをつれて気軽に立ち寄れる交流・相談
目 の場である「地域子育て支援拠点」の事業運営に要する市町村の経費を助成する。
的

〔対象事業・対象経費〕
地域子育て支援拠点事業の運営に要する経費

支 基本事業：①交流の場の提供と交流の促進 ②子育て等に関する相談・援助
③地域の子育て関連情報の提供 ④子育てに関する講習等の実施

〔支援金額（率）〕
援 区 分 事業内容 補助基準額 補助率

国 県
ひろば型 基本事業①～④ 週あたり実施日数に応じ 1/3 1/3

内 専任職員2名以上、週3日以上・1日5時間以上 3,556千円／年～

センター型 基本事業①～④＋地域に出向いた支援事業 週あたり実施日数に応じ 1/3 1/3
専任職員(有資格者)2名以上、週5日以上・1日5時間以上 7,485千円／年～

容 児童館型 基本事業①～④ 1/3 1/3
担当1名＋児童館職員の協力、週3日以上・1日3時間以上 1,687千円／年

サロン型 基本事業①～③ 週あたり実施日数に応じ － 1/2
（県単補助） 専任職員1名以上、週3日(年間150日)以上・1日3時間以上 1,500千円／年～

〔対象団体〕
市町村、市町村→拠点運営団体

〔予 算 額〕２１年度 ９６０，０５３千円 、 ２０年度 ８７４，００２千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）３０１件

２０年度 ２１８件
〔根拠法令・要綱等〕埼玉県地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし

【福祉部】
安心・元気！保育サービス 制度区分 県補助金
支援事業費補助金 所管省庁

県担当課 子育て支援課 保育運営・幼保連携担当 （内線3330）
支
援 私立の認可保育所において低年齢児や障害児、アレルギー児の受け入れや一歳児担当保育を手厚く行う
目 ための保育士加配に伴う経費を助成することで、職員の処遇改善及び児童の健全育成の向上を図り、埼玉
的 県子育て応援行動計画を効果的に推進する。

〔対象事業・対象経費・支援金額（率）〕

支 対象事業 対象経費 補助基準額 率

一歳児担当保育士雇用費 一歳児の担当保育士を一歳児：保育士＝ 児童１人月額 ２０，０００円

４：１まで加配する場合の人件費

援 乳児途中入所促進事業費 乳児の年度途中入所に対応できる保育士 児童１人月額 ８０，０００円

配置に必要な人件費

障害児保育事業費 中・軽度の障害児の担当保育士を障害 児童１人月額 ４０，０００円 １／２

児：保育士＝３：１まで加配する場合の人

内 件費

アレルギー等対応特別給食提供 アレルギー、障害等のため、給食等処遇 児童１人月額 ５０，０００円

事業費 に特別の配慮を要する児童への対処等給食

の充実を図る

容

〔対象団体〕
市町村、市町村→保育所

〔予 算 額〕２１年度 ５６４，９８０千円 、 ２０年度 ５４６，０００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 未定

２０年度 ６３市町村 熊谷市 他
〔根拠法令・要綱等〕 安心・元気！保育サービス支援事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【福祉部】

家庭保育室等運営費事業費 制度区分 県補助金
補助事業 所管省庁

県担当課 子育て支援課 保育運営・幼保連携担当 （内線3330）
支
援 家庭保育室、企業等が設置する企業内保育施設で従業員の児童に加えて地域の児童を受け入れる施設等
目 に対し、０～２歳児の保育に必要な経費（運営費、長時間保育推進費、障害児保育推進費）を助成するこ
的 とにより、待機児童の多い低年齢児の受入拡大を促進し、待機児童の解消を図ることで、埼玉県子育て応

援行動計画を効果的に推進する。

〔対象事業〕
家庭保育室等運営費補助事業費

支

〔対象経費〕
良質な認可外保育施設として市町村の指定を受けた家庭保育室及び企業等が設置する企業内保育施設で

援 従業員の児童に加えて地域の児童を受け入れる施設等に対し、０～２歳児の保育に必要な経費（運営費、
長時間保育推進費、障害児保育推進費）を助成する。

内 〔支援金額（率）〕
１／２

容 〔対象団体〕
市町村、市町村→家庭保育室等

〔予 算 額〕２１年度 １７７，８７３千円 、 ２０年度 １８７，４４１千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 未定

２０年度 ４９市町村 熊谷市 他
〔根拠法令・要綱等〕 家庭保育室等運営費事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし

【福祉部】
保育所・幼稚園の親支援事業 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 子育て支援課 保育運営・幼保連携担当 （内線3330）

支
援 保育所・幼稚園における親の養育力向上のための支援を強化し、豊かな子育て・親育ちを実現する。
目
的

〔対象事業・対象経費・支援金額（率）〕
すべての保育所・幼稚園で、親支援への取り組みが導入されるように、各私立保育所・私立幼稚園に親

支 支援推進員を置く。親支援推進員は、各保育所・幼稚園の主任保育士・副園長級の
職員をもって充てることとする。
親支援推進員が親支援に関する業務を行うための経費の一部を初年度に限り助成する。
２１～２３年度の３か年で全私立保育所・私立幼稚園（約９６０か所）を対象とする。

援
補助単価 基本事業及び選択事業を１事業以上実施 １００千円
負担割合 県 １０／１０
対象経費 事業を実施するのに必要な事業費

内
※保育所には市町村を通じての間接補助だが、幼稚園は県から直接補助。

〔対象団体〕
容 市町村、市町村→保育所

〔予 算 額〕２１年度 １２，０００千円（新規）
〔採択件数・採択例〕２１年度 １２０か所（幼稚園 １５０か所）
〔根拠法令・要綱等〕 保育所親支援推進事業費補助金交付要綱（保育所分）
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【福祉部】

保育サービス施設整備事業費 制度区分 県補助金
（駅前等保育サービス） 所管省庁

県担当課 子育て支援課 保育施設担当（内線３３２８）
支
援 保育所待機児童を早期に解消するため、駅前等の利便性に着目した保育施設の整備を促進する。
目
的

〔対象事業・対象経費〕
支 駅前等の既存建物を活用した保育所等の整備を促進するため、事業開始初年度の建物賃借料を助成す

る。
援 〔支援金額（率）〕

補助基準額 補助率（負担区分）
内 4,500千円（※） １０／１０ （県１／２、市町村１／２）

※１施設当たり。
容 〔対象団体〕

市町村→保育所等設置者

〔予 算 額〕２１年度６，７５０千円、２０年度６，７５０千円
〔採択件数・採択例〕

２１年度 （予定） ３件
２０年度 （実績） １件（入間市 １件）

〔根拠法令・要綱等〕
駅前等保育サービス提供施設等賃借料補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事業期間 Ｈ21.4.1～22.3.31
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
駅前等保育サービス提供
施設開設準備費補助
補助金額＝対象事業費×1/2

（市町村補助対象額）

【福祉部】
埼玉県母子家庭等対策費補助金 制度区分 国庫補助金・県補助金

（母子家庭等日常生活支援事業） 所管省庁 厚生労働省
県担当課 こども安全課 （内線３３３７）

支
援 市町村で実施するひとり親家庭のための支援事業について、その事業費の一部を補助し、各地域での支
目 援策をより充実させることで、ひとり親家庭の一層の自立促進を図る。
的

〔対象事業〕
支 ○母子家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭の親又は子の一時的な傷病や技能習得等のために、日常生活に支障が生じる場合、家
庭生活支援員を派遣し、必要な家事や育児を行う。

援 〔対象経費〕
上記事業実施に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料

〔支援金額（率）〕
内 国1/2、県1/4

上限：派遣時間１時間あたり１，５３０円

〔対象団体〕
容 市町村（政令市、中核市除く）
〔予 算 額〕２１年度 １，０９３千円 、 ２０年度 １，０９３千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 ４件（見込み）

２０年度 ２件
〔根拠法令・要綱等〕母子及び寡婦福祉法、母子及び寡婦福祉法施行令、埼玉県母子家庭等対策事業実施要

綱、埼玉県母子家庭等対策費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 年 新規採択期限 平成 年度
〔組合せ出来る他制度〕

← 対象事業費 →

県補助金 一般財源
（対象事業費×１／２）
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運営費補助金制度 【福祉部】

埼玉県母子家庭等対策費補助金 制度区分 国庫補助金・県補助金
（ひとり親家庭生活支援事業） 所管省庁 厚生労働省

県担当課 こども安全課 （内線３３３７）
支
援 市町村で実施するひとり親家庭のための支援事業について、その事業費の一部を補助し、各地域での支
目 援策をより充実させることで、ひとり親家庭の一層の自立促進を図る。
的

〔対象事業〕
支 ○ひとり親家庭生活支援事業

ひとり親家庭の生活基盤の安定を図るため、休日・夜間の電話相談、児童訪問、レクリエーション
事業などを行う。

援 〔対象経費〕
上記事業実施に必要な報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

〔支援金額（率）〕
内 国1/2、県1/4

上限：１か所あたり２１３，０００円

〔対象団体〕
容 市町村（政令市、中核市除く）

〔予 算 額〕２１年度 ４４７千円 、 ２０年度 ４４７千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 ２件（見込み）

２０年度 ２件
〔根拠法令・要綱等〕母子及び寡婦福祉法、母子及び寡婦福祉法施行令、埼玉県母子家庭等対策事業実施要

綱、埼玉県母子家庭等対策費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 年 新規採択期限 平成 年度
〔組合せ出来る他制度〕
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運営費補助金制度

【保健医療部】
重度心身障害者医療対策助成費 制度区分 県補助金
補助金 所管省庁

県担当課 国保医療課福祉医療担当(内線3364）
支
援 重度心身障害者やその家族の経済的負担を軽減し、重度心身障害者の福祉の増進を図る。
目
的

〔対象事業〕
対象となる重度心身障害者にかかる医療費（各種医療保険の一部負担金）を助成する事業

支

〔対象経費〕
市町村が助成した重度心身障害者の医療費（各種医療保険の一部負担金）

援

〔支援金額（率）〕
対象経費の１／２

内 財政力指数１を超える市町村は５／１２又は１／３

〔対象団体〕
市町村

容

〔予 算 額〕２１年度 6,720,273千円 、 ２０年度 6,510,523千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）７０市町村

２０年度 ７０市町村
〔根拠法令・要綱等〕重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 なし
〔組合せ出来る他制度〕

【保健医療部】
乳幼児医療対策助成費補助金 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 国保医療課福祉医療担当(内線3364）

支
援 保護者の経済的負担を軽減し、乳幼児の保健の向上と福祉の増進を図る。
目
的

〔対象事業〕
対象となる乳幼児にかかる医療費（各種医療保険の一部負担金）を助成する事業

支

〔対象経費〕
市町村が助成した乳幼児の医療費（各種医療保険の一部負担金）

援

〔支援金額（率）〕
対象経費の１／２

内 財政力指数１を超える市町村は５／１２又は１／３

〔対象団体〕
市町村

容

〔予 算 額〕２１年度 2,139,372千円 、 ２０年度 2,592,207千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）６９市町村

２０年度 ６９市町村
〔根拠法令・要綱等〕乳幼児医療費支給事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 なし
〔組合せ出来る他制度〕
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運営費補助金制度
【保健医療部】

ひとり親家庭等医療対策助成費 制度区分 県補助金
補助金 所管省庁

県担当課 国保医療課福祉医療担当(内線3364）
支
援 ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図る。
目
的

〔対象事業〕
対象となるひとり親家庭の母（父）又は養育者及び子にかかる医療費（各種医療保険の一部負担金）を

支 助成する事業

〔対象経費〕
援 市町村が助成したひとり親家庭等の母（父）又は養育者及び子の医療費（各種医療保険の一部負担金）

〔支援金額（率）〕
内 対象経費の１／２

財政力指数１を超える市町村は５／１２又は１／３

〔対象団体〕
容 市町村

〔予 算 額〕２１年度 904,151千円 、 ２０年度 871,469千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）７０市町村

２０年度 ７０市町村
〔根拠法令・要綱等〕ひとり親家庭等医療費支給事業補助金交付要綱、ひとり親家庭等医療費支給事業実施要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 なし
〔組合せ出来る他制度〕

【保健医療部】
埼玉県外国人未払医療費 制度区分 県補助金
対策事業補助金 所管省庁

県担当課 医療整備課 医療整備担当（内線３５３８）
支
援 外国人救急患者に係る医療機関の未回収金を、県と市町村が協力して補填することにより、医療機関の
目 負担を軽減し、救急医療体制の円滑な運営の確保を図る。
的

〔対象事業〕
外国人救急患者に係る県内医療機関の未回収金のうち、１年以上回収努力したにもかかわらず未回収と

支 なった金額に対し、市町村が補助する事業

〔対象経費〕
外国人救急患者に係る未回収金の実績額から１０万円控除した額の２／３

援

〔支援金額（率）〕
補助率 １／２

内

〔対象団体〕
市町村→医療機関

〔予 算 額〕 ２１年度 ３，６１０千円
２０年度 ４，０３６千円

〔採択件数・採択例〕 ２１年度（予定） １９件
２０年度 １６件

〔根拠法令・要綱等〕 埼玉県外国人未払医療費対策事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せできる他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【保健医療部】

周産期医療施設運営費補助金 制度区分 県補助金
所管省庁
県担当課 医療整備課 医療整備担当（内線３５３８）

支
援 重篤な新生児患者の医療を確保するため、新生児センターの運営事業に対して経費の一部を助成する。
目
的

〔対象事業〕
新生児センターの開設者が行う同センターの運営事業

支

〔対象経費〕
新生児センター運営費全般

援 （給与費、材料費、経費、委託費 等）

〔支援金額（率）〕
補助基準額 ３００万円

内 補助率 １／３

〔対象団体〕
新生児センターを運営する医療機関（市町村立を含む）

容

〔予 算 額〕 ２１年度 ９，０００千円
２０年度 ９，０００千円

〔採択件数・採択例〕 ２１年度（予定） ９か所
２０年度 ７か所（うち市立医療機関１か所：越谷市立病院）

〔根拠法令・要綱等〕 周産期医療施設運営費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せできる他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【保健医療部】

小児救急医療支援事業補助金 制度区分 国庫補助金・県補助金
所管省庁 厚生労働省 医政局 指導課
県担当課 医療整備課 医療整備担当（内線３５３８）

支
援 救急医療圏を単位に、病院群輪番制により夜間や休日に小児救急患者への二次救急医療体制を確保する
目 事業であり、その運営費の一部を補助する。
的

〔対象事業〕
市町村が行う小児救急医療支援事業

〔対象経費〕
支 給与費（常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等）

報償費（医師雇上謝金）

〔支援金額（率）〕
１ 国庫補助基準額について

基 準 額 ２６，３１０円/１診療日
小児救急電話相談実施加算 １９，７７０円/１診療日

２ ２１年度の補助基準額の適用について
２１年度は、小児救急電話相談実施加算（１９，７７０円）を適用する。

○平成２１年度夜間及び休日昼間の１回当たり補助基準額

基準額等 割増賃金有り
金 額 左記の計負担区分

国庫基準額 26,310円 国 15,360円
19,770円 県 15,360円
46,080円 市町村 15,360円

県単上乗額 3,920円 県 3,920円
合 計 50,000円 県負担計 19,280円

容
※補助基準額及び小児救急電話相談実施加算の負担割合は、国・県・市町村で各３分の１。

※ 小児救急電話相談実施加算については、各市町村又は各小児救急医療支援事業実施医療機関が小児
救急電話相談事業を実施している必要はない。

〔予 算 額〕 ２１年度 １４４，７９９千円
２０年度 １４７，６１６千円

〔採択件数・採択例〕 ２１年度 （予定）１２か所
２０年度 １２か所

〔根拠法令・要綱等〕 救急医療対策事業実施要綱
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せできる他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【保健医療部】

エイズ母子感染防止事業費補助 制度区分 県補助金
所管省庁
県担当課 健康づくり支援課 母子保健担当（内線３５６１）

支
援 市町村が実施する妊婦健康診査事業のうち、妊婦ＨＩＶ抗体検査について補助を行うことにより、県全
目 域での事業実施を確保し、もってＨＩＶ陽性妊婦からの母子感染を防止し、妊婦及び乳児の健康の保持増
的 進を図る。

〔対象経費〕
妊婦ＨＩＶ抗体検査事業実施に要する経費

支

〔支援金額（率）〕
援 補助基準額 １人当たり ３３０円

（検査委託料単価２，２２０円のうち自己負担額１，８９０円を控除した額）

補助率 １／２
内

〔対象団体〕
容 市町村（除く指定都市、中核市）

〔予 算 額〕２１年度 ７,２５６千円 、 ２０年度 ６,６７０千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）県内６８市町村

２０年度 県内６６市町村
〔根拠法令・要綱等〕 妊婦ＨＩＶ抗体検査費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕なし
〔組合せ出来る他制度〕なし

【保健医療部】
日本スリーデーマーチ事業 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 健康づくり支援課 健康増進担当（内線３５７７）

支
援 武蔵野・比企丘陵を舞台に国際ウオーキング大会を推進し、心と体の健康づくりに資する。
目
的

〔対象事業〕
日本スリーデーマーチ

支

〔対象経費〕
開催経費全般

援

〔支援金額（率）〕
１，０００千円（定額）

内

〔対象団体〕
東松山市

容

〔予 算 額〕２１年度 １，０００千円 、 ２０年度 １，０００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定） １ 件

２０年度 １ 件
〔根拠法令・要綱等〕日本スリーデーマーチ推進事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 なし
〔組合せ出来る他制度〕なし
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運営費補助金制度
【保健医療部】

健康長寿推進事業 制度区分 県補助金
所管省庁
県担当課 健康づくり支援課 健康増進担当（内線３５７７）

支
援 小鹿野町の調査等から明らかになった健康長寿の取組が、他の地域でも適用可能で効果のあることを複
目 数のモデル市町村において実地に検証する。
的

〔対象事業〕
健康長寿推進事業

支

〔対象経費〕
訪問指導や健康づくりの場の創設に関する経費

援

〔支援金額（率）〕
１カ所 １，５００千円 （定額）

内

〔対象団体〕
当面は２町

容 ・小鹿野町に地域環境や人口規模が類似する町
・高齢化が急速に進展することが見込まれる町

〔予 算 額〕 ２１年度 ３，０００千円
〔採択件数・採択例〕 ２１年度 （予定） ２件

〔根拠法令・要綱等〕 平成２１年度に補助金交付要綱を策定予定
〔事業期間・採択期限〕事業期間 ３年 新規採択期限 なし
〔組合せ出来る他制度〕なし
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運営費補助金制度
【保健医療部】

感染症指定医療機関運営費補助金
制度区分 国庫補助金・県補助金
所管省庁 厚生労働省 健康局 結核感染症課
県担当課 疾病対策課 感染症対策担当（内線３５５７）

支
援 一類感染症及び二類感染症患者の医療を確保するため、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指
目 定医療機関の運営事業に対して、経費の一部を助成する。
的

〔対象事業〕
第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の開設者が行う運営事業

支

〔対象経費〕
感染症指定医療機関の運営費全般

援 （需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、材料費、備品購入費）

〔支援金額（率）〕
補助基準額 第一種感染症指定医療機関：１床当たり４５０万円

内 第二種感染症指定医療機関：１床当たり１５０万円

〔対象団体〕
第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関に指定されている医療機関

容 （市町村立を含む）

〔予 算 額〕２１年度 ３４，４１８千円
２０年度 ３４，４１８千円

〔採択件数・採択例〕２１年度 ５か所（見込み）
２０年度 ５か所（うち市立医療機関２か所:さいたま市立病院､東松山市立市民病院）

〔根拠法令・要綱等〕
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律：第３８条第２項
国の要綱：医療施設運営費等補助金、中毒情報基盤整備事業費補助金及び第三者病院機能評価支援事業費補

助金交付要綱
県の要綱：感染症指定医療機関運営事業費補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし

【保健医療部】
市町村計画献血者 制度区分 県補助金
確保促進事業費補助金 所管省庁

県担当課 薬務課 献血･温泉･薬事情報（内線3635）
支
援 計画的な献血者の確保及び輸血用血液の円滑な供給体制の確立を目的として、市町村が実施する献血者
目 確保事業に対し補助する。
的

〔対象事業〕
献血思想の普及、市町村献血組織の育成指導、大学・高校における献血促進などに関する事業

支
〔対象経費〕

当該事業に要する経費
援

〔支援金額（率）〕
人口規模による均等割 均等割（平成２１年１月１日の埼玉県推計人口による）

内 １ 人口１０万人以上の市 ６４，０００円
２ 人口５万人以上１０万人未満の市 ４８，０００円
３ 人口２万人以上５万人未満の市 ３２，０００円

容 ４ 人口２万人未満の町村 ２８，０００円
〔対象団体〕 市町村

〔予 算 額〕２１年度 ３，０８０ 千円 、 ２０年度 ３，０６０ 千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）６９市町村

２０年度 ６９市町村
〔根拠法令・要綱等〕 市町村計画献血者確保促進事業費補助要綱
〔事業期間・採択期限〕平成２０年度
〔組合せ出来る他制度〕なし



- 64 -

運営費補助金制度

【産業労働部】
夢チャレンジ事業 制度区分 県補助金
（夢チャレンジ型） 所管省庁

県担当課 商業支援課 商業振興担当（内線３７６１）
支
援 商店街活性化のためのソフト事業の実施に補助する。
目
的

〔対象事業〕
商店街、大学、ＮＰＯ法人、商工会、商工会議所等が行う商店街活性化を目的としたソフト事業の実施

支

〔対象経費〕
援 物品購入費、委託費、賃金、謝礼金、印刷製本費、使用料及び賃借料、備品購入費

〔支援金額（率）〕
内 市町村補助額と同額又は補助対象経費の1/3以内で100万円以内

〔対象団体〕
容 市町村→商店街、大学、ＮＰＯ法人、商工会、商工会議所等

〔予 算 額〕２１年度 ５，０００千円 、 ２０年度 ６，０００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）１０件

２０年度 ７件
〔根拠法令・要綱等〕夢チャレンジ事業（夢チャレンジ型）補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕

【産業労働部】
障害者就労支援センター 制度区分 県補助金
設置促進事業 所管省庁

県担当課 就業支援課 障害者就業支援担当(内線4536)
支
援 障害者に身近な地域で、相談から就労支援、職場定着まで、きめ細やかにサポートする市町村の障害者
目 就労支援センターの設置を促進する。
的

〔対象事業〕
市町村障害者就労支援センターの運営事業

支
〔対象経費〕

補助対象事業実施に必要な経費（支援センター事務局の運営に要する経費、就労支援員等に要する経費
援 など）

〔支援金額（率）〕
内 対象経費の１／２ 継続（上限：一市町村当たり２００万円）

新規（上限：一市町村当たり１５０万円）

容 〔対象団体〕
市町村

〔予 算 額〕２１年度 ３２，５００千円 、 ２０年度 ２８，０００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）１８件

２０年度 １４件
〔根拠法令・要綱等〕埼玉県障害者就労支援センター等運営費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 継続３年、新規４年 新規採択期限 なし
〔組合せ出来る他制度〕なし
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運営費補助金制度

【農林部】
生産振興総合支援事業 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 経済流通課 野菜・地産地消担当（内線4143）

支
援 食料の安定的な供給等を図るため、農産物の高品質・高付加価値化、生産性の向上など、地域における
目 生産・経営から流通・消費までの対策を総合的に推進する。
的

〔対象事業〕
産地強化推進事業

関係機関の連携のもと、各産地が抱える課題の明確化を図り、その課題の解決のための活動に対して
支 助成する。

〔対象経費〕
援 産地強化推進事業

協議会の開催、行動計画の作成、調査の実施、実証・試験の実施等

内 〔支援金額（率）〕
補 助 率 １／２以内

容 〔対象団体〕
市町村、農業協同組合、営農集団等

〔予 算 額〕 ２１年度 ２，７０６千円、 ２０年度 ４，５３０千円

〔採択件数・採択例〕
２１年度 ６件（予定）
２０年度 １３件

〔根拠法令・要綱等〕
埼玉県生産振興総合支援事業補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事 業 期 間 １年間
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
なし
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運営費補助金制度

【農林部】
地産地消支援事業費補助金 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 経済流通課 野菜・地産地消担当（内線4106）

支 新鮮で安全・安心な県産農産物を安定的に供給し、これらを地域内で消費する「地産地消」を推進する
援 ため、市町村や生産者団体等の特色ある地産地消の実践活動や販売促進活動を支援する。
目 また、食育を通じて地域農業や地域の食文化への理解を促進し、地産地消の推進を図る。
的

〔対象経費〕
１ 市町村の地産地消活動の支援

支 ・市町村地産地消推進協議会の開催及び地産地消推進計画の策定
・地産地消推進計画に基づく特色ある活動の展開

２ 食育実践活動の支援
・消費者を募集し、生産から収穫、加工などの体験を行い、農業や食への理解を深める活動

援

〔支援金額（率）〕
事業費の１／２以内（予算の範囲内）

内

〔対象団体〕
１ 市町村等

容 ２ 市町村、ＮＰＯ法人、農業協同組合、生産者団体等

〔予 算 額〕２１年度 １，９００千円 、 ２０年度 ２，５００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度（予定） １２件

２０年度 １３件〔内訳：1) ２市町３団体、2) ３市町５団体〕
〔根拠法令・要綱等〕 地産地消支援事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 平成 年度
〔組合せ出来る他制度〕特になし

【農林部】
農産物海外マーケット開拓 制度区分 県補助金
支援事業費補助金 所管省庁 －

県担当課 経済流通課 ブランド･輸出支援担当（内線4107）
支
援 県産農産物の海外における販路拡大を図るため、輸出を希望する生産者団体等に対し、新たに取り組む
目 輸出促進のための環境整備を支援する。
的

〔対象事業〕
市町村、農業協同組合、生産者団体、食品関連業者が組織する団体等が行う輸出促進のための

支 環境整備
・輸出品目マーケティング調査
・専用パッケージ等の作成
・海外見本市への出展・テスト輸出

援 ・その他輸出促進のために必要な取組

〔対象経費〕
内 取り組みに必要な経費（公租公課（関税を含む。）は対象外とする。）

〔支援金額（率）〕
容 事業費の１／２以内（予算の範囲内）

〔対象団体〕
市町村、農業協同組合、生産者団体、食品関連業者が組織する団体

〔予 算 額〕２１年度 １，５００千円 、 ２０年度 ２，５００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度（予定） ３件

２０年度 ５件（市町村はなし）
〔根拠法令・要綱等〕 農産物海外マーケット開拓支援事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 平成 年度
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度

【農林部】
彩の国グリーンツーリズム 制度区分 県補助金
総合対策事業 所管省庁

県担当課 農地活用推進課 総務・農山村交流担当 (内4093)
支
援 農林産物、自然景観及び伝統文化など農山村の多様な資源を活用した都市と農山村の交流を通じて、地
目 域農林業の振興と農山村の活性化を図るため、グリーンツーリズムを推進する。
的

〔対象事業〕
１ 地域連携システム整備事業

支 地方自治体、特定非営利活動法人、農林業・商工業・教育等の多様な関係者が参画して、地域の農山
村資源の再評価等を行うワークショップ活動等の地域の自発的な取組により、都市住民及び外国人旅行
者等を受け入れる地域連携システムを整備する事業。

２ 農山村交流ビジネス支援事業
援 （１）農山村ビジネスモデル構築事業

農山村交流ビジネスモデルの創出及び定着に資する取組を支援
（２）子ども農山漁村交流プロジェクト支援事業

子ども農山漁村交流プロジェクトの受入態勢づくりを支援
内

〔対象経費〕
１ 推進体制の整備、ワークショップ活動
２ 事業の実施に要する経費

容
〔支援金額（率）〕

県 １／２、市町村１／２

〔対象団体〕
市町村、農業協同組合、農林業者等が組織する団体、第３セクター、NPO法人、PFI事業者

〔予 算 額〕２１年度 ３，５５０千円 ２０年度 ８，５００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）７件

２０年度 １１件（日高市他１０団体）
〔根拠法令・要綱等〕 彩の国グリーン・ツーリズム総合対策事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年～３年間 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし

【農林部】
都市地域農業総合支援事業 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 農地活用推進課農地活用企業参入支援担当 (内4093)

支
援 都市地域の農業が有する多面的な機能を維持・発展させるため、農業者と地域住民との交流活動を通じ
目 た農業理解や直売農業の取組などを支援する。
的

〔対象事業〕
市町村等が行う都市地域農業ビジョンの策定、都市地域農業支援活動、交流活動等

支
〔対象経費〕

ビジョンの策定等に係る会議の開催、農業理解の促進や交流活動等に要する経費
援

〔支援金額（率）〕
県 １／２、市町村１／２

内
〔対象団体〕

市町村、農業協同組合等
容

〔予 算 額〕２１年度 １，２００千円 ２０年度 ３，２００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）３件

２０年度 ３件（所沢市他２団体）
〔根拠法令・要綱等〕 都市地域農業総合支援事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【農林部】

中山間地域等支援事業 制度区分 国庫補助金・県補助金
所管省庁 農林水産省 地域整備課
県担当課 農地活用推進課総務・農山村交流担当（内４０９２）

支 中山間地域は、多様な農林産物を供給するとともに、自然環境の提供、洪水調節機能等多くの公益的機
援 能を有しているが、急傾斜等で営農条件が不利な上に、担い手の高齢化も進んでおり、農業の衰退に伴う
目 多面的機能の維持が危惧されている。
的 このため、農業生産者等を支援し、活力ある中山間地域農業及び多面的機能の維持を図る。

〔対象事業〕
１．中山間地域等直接支払推進事業

支 中山間地域等直接支払事業の趣旨の徹底、適正な対象地の指定、行為の確認等にかかる事務を行
い、事業の円滑な実施を図る。

２．中山間地域等直接支払事業
中山間地域の県土・環境保全機能を維持発揮するため、傾斜がきつく、条件の悪い農地等の管理行

援 為に対して、耕作放棄地防止等を内容とする協定に基づき、５年以上継続される農業生産活動等につ
いて、平坦地との生産コスト格差内の一定額を農業者等に支払う。

〔対象経費〕
推進活動費、農業生産活動費等に要する経費

内 〔支援金額（率）〕
推進事業 国 １／２・県 ０ ・市町村１／２
直接支払事業 国 １／２・県 １／４・市町村１／４
〃（特認地域）国 １／３・県 １／３・市町村１／３

容 〔対象団体〕
市町村、市町村→農業者等

〔予 算 額〕 ２１年度 ３１，５３８千円 ２０年度 ２８，４４６千円
採択件数・採択例〕 ２１年度 １５市町村（秩父市ほか１４市町村）

２０年度 １５市町村（秩父市ほか１４市町村）
〔根拠法令・要綱等〕 中山間地域等直接支払交付金等交付要綱
〔事業期間・採択期限〕 事業期間 ５年 新規採択期限 平成２１年度
〔組合せ出来る他制度〕 特になし

【農林部】

みどりの学校ファーム推進事業 制度区分 県補助金
所管省庁
県担当課 農地活用推進課農地活用・企業参入支援担当（内４０９７）

支
援 学校を単位に周辺の遊休農地等を活用して、植え付けから収穫までの複数の生育過程を体験する「学校
目 ファーム」の設置を支援する。
的

〔対象事業〕
１．市町村推進協議会設置支援事業

支 県が推奨する学校ファームを、県内の全小中学校に設置するためには、市町村の推進体制及び地域
における支援体制の確立が必要である。このため、市町村における学校ファーム推進体制の構築と地
域住民、ＮＰＯ法人等による支援体制の確立を進める。

２．学校ファーム実践事業
援 小中学校における農業体験の実施状況をみると、小学校における実施割合に比べ、中学校での実施

割合は低い水準に止まっている。全小中学校に学校ファームを浸透させていくため、地域と一体とな
って学校ファームに取り組む小中学校に対して支援し、学校ファームの普及を図る。

〔対象経費〕
内 市町村推進体制の整備や学校ファームに取り組むために要する経費

〔支援金額（率）〕
県 １０／１０

〔対象団体〕
容 市町村、市町村推進協議会

〔予 算 額〕 ２１年度 １２，６００千円 ２０年度 －円
採択件数・採択例〕 ２１年度 ７０（市町村、市町村推進協議会）

２０年度 なし
〔根拠法令・要綱等〕 未定（みどりの学校ファーム推進事業補助金交付要綱）
〔事業期間・採択期限〕 事業期間 ３年 新規採択期限 平成２３年度
〔組合せ出来る他制度〕 特になし
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運営費補助金制度
【農林部】

経営構造対策事業費補助金 制度区分 県補助金
（経営構造対策推進事業費補助金） 所管省庁

県担当課 農地活用推進課 経営構造対策担当（内4095）
支
援 農業・農村の構造改善等を図るための多様な地域整備を行うことにより、認定農業者などの担い手とな
目 る経営体の確保・育成を図り、効率的な経営体が地域農業の相当部分を占める農業構造を確立する。
的

〔対象事業〕
経営構造対策等の実施により地域農業の構造改善を図ろうとする市町村が、調査・検討・計画づくり

支 を行う

〔対象経費〕
援 経営構造対策等の実施により地域農業の構造改善を図ろうとする市町村が行う調査・検討・計画づく

りに要する経費

内 〔支援金額（率）〕
事業費の１／２以内（予算の範囲内）

容 〔対象団体〕
市町村

〔予 算 額〕２１年度 ２００ 千円 、 ２０年度 ２００ 千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定） ２件

２０年度 １件
〔根拠法令・要綱等〕 経営構造対策事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 平成２１年度
〔組合せ出来る他制度〕特になし

【農林部】
森をまもる活動支援事業 制度区分 国庫補助金・県補助金

所管省庁 林野庁 企画課
県担当課 森づくり課 森林活動支援担当（内4310）

支 森林所有者等による森林施業計画に基づく計画的かつ一体的な施業の実施に必要な「施業の実施区域の
援 明確化作業」等に対する支援及び、森林施業計画の作成を促進するために林業事業体等による施業の集約
目 化に必要な「森林情報の収集活動」を支援する。
的

〔対象事業〕
１．森林整備地域活動支援事業

支 森林施業計画の認定を受けている森林において、施業実施区域の明確化作業や歩道の整備等に対
し、一定額を協定者（施業計画作成主体）に交付する。

２．森林情報収集活動支援事業
森林施業計画が策定されていない森林を対象として、施業計画を作成するために必要な森林情報の

援 収集活動に対して、一定額を協定者に交付する。

〔対象経費〕
地域活動、森林情報の収集活動等に要する経費

内
〔支援金額（率）〕

国 １／２・ 県 １／４ ・市町村 １／４

容 〔対象団体〕
森林組合、森林所有者等

〔予 算 額〕２１年度 １８，２４０千円 、 ２０年度 １９，２００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）７市町村

２０年度 ７市町村
〔根拠法令・要綱等〕森林整備地域活動支援交付金実施要領
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １～５年 新規採択期限 平成２３年度
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【農林部】

農業団地整備促進モデル事業 制度区分 県補助金
所管省庁
県担当課 農地活用推進課 農地活用企業参入支援担当（内線4033）

支
援 遊休農地を活用して農地の団地化を図り、本県農業の新たな担い手となりうる企業等の参入促進を通
目 じ、本県の農業生産力を一層強化する。
的

〔対象事業〕
市町村が行う、企業が参入可能な地区を把握するための意向調査や、参入を推進する地区での地域説明

支 会の開催等

〔対象経費〕
１ 地区で意向調査を行うための経費

援 ２ 地区説明会を開催するために必要な経費

〔支援金額（率）〕
地域推進事業 定額

内

〔対象団体〕
市町村

容

〔予 算 額〕２１年度 １，３２０千円 、 ２０年度 ０千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）３件

２０年度 ０件 （２１年度新規事業）
〔根拠法令・要綱等〕
〔事業期間・採択期限〕事業期間 ３年 新規採択期限 平成２３年度
〔組合せ出来る他制度〕耕作放棄地等再生利用緊急対策交付金

【農林部】
先進的総合防除対策事業 制度区分 国庫補助金

所管省庁 農林水産省
県担当課 農産物安全課 有機・安全生産担当（内線４０４９）

支
援 病害虫の発生予察の実施や天敵利用、フェロモン利用など各種の防除技術を総合的に組み合わせる先進
目 的な防除体系を確立し、農薬使用量の削減を行う地域の取組を支援する。
的

〔対象事業〕
農協、生産者団体の取り組む総合防除の実践に対する補助

支
〔対象経費〕

県の策定するＩＰＭ実践指標に基づいた防除の実践に係る掛かり増し経費
（研修会の開催、資材の購入等）

援
〔支援金額（率）〕

先進的総合防除対策事業 １／２以内

内
〔対象団体〕

農協、生産者団体等

容

〔予 算 額〕２１年度 ２５０千円 、 ２０年度 ２５０千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定） １件

２０年度 １件（深谷市）
〔根拠法令・要綱等〕
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕なし
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運営費補助金制度

【農林部】
安全安心農産物確保対策推進 制度区分 国庫補助金
事業（ＧＡＰ実践事業） 所管省庁 農林水産省

県担当課 農産物安全課 有機･安全生産担当（内線4057）
支
援 ＧＡＰ（農産物の生産から出荷に至る全ての農作業の工程で安全性等をチェック・管理する手法）の普
目 及推進を図る。
的

〔対象事業〕
生産現場におけるＧＡＰの導入に対して助成する。

支

〔対象経費〕
ＧＡＰ導入のための研修会等の開催、調査等の実施ＧＡＰチェックリストの策定等、に係る経費

援

〔支援金額（率）〕
ＧＡＰ実践事業 １／２以内

内

〔対象団体〕
市町村、農協、営農集団等

容

〔予 算 額〕２１年度 ２，０００千円 、 ２０年度 ２，０００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定） ４件

２０年度 ５件
〔根拠法令・要綱等〕 ＧＡＰ実践事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕なし

【農林部】
安全安心農産物確保対策推進 制度区分 県補助金
事業（トレーサビリティ確立 所管省庁
事業） 県担当課 農産物安全課 有機･安全生産担当（内線4057）
支
援 先端技術を活用したトレーサビリティシステムを確立し、食の安全及び消費者の信頼確保に向けた体制
目 整備を支援する。
的

〔対象事業〕
市町村、農協、営農集団（生産者）等が導入するトレーサビリティシステムの整備

支

〔対象経費〕
生産・流通情報の開示等を行うための機器類の整備等に係る経費

援

〔支援金額（率）〕
トレーサビリティ確立事業 １／２以内

内

〔対象団体〕
市町村、農協、営農集団（生産者）等

容

〔予 算 額〕２１年度 ３００千円 、 ２０年度 ３００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定） １件

２０年度 １件
〔根拠法令・要綱等〕 トレーサビリティシステム確立事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕なし
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運営費補助金制度
【農林部】

埼玉県農業経営基盤強化資金 制度区分 県補助金
利子助成補助金 所管省庁

県担当課 農業支援課農業資金担当（内線4088）
支
援 農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者に対して、低利資金の円滑な融通
目 を図り、計画達成を支援することにより、効率的・安定的な経営体を育成する。
的

〔対象事業〕
農業経営基盤強化資金を借り受けた認定農業者に対して市町村が行う利子助成事業

支
〔対象経費〕

利子助成事業に要する利子助成金であって、あらかじめ県の利子助成補助承認を受けたもの
援

〔支援金額（率）〕
市 町 村 利 子 助 成 率 ０．３２％ （平成２１年３月１８日現在。金利改定に伴い変動あり。）

内 うち県利子助成補助率 ０．１６％ （県は市町村利子助成金の２分の１を補助）

〔対象団体〕
容 農業経営基盤強化資金利子助成事業を実施している市町村

〔予 算 額〕２１年度 ６，６３６千円 、 ２０年度 ５，８８０千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 － 件

２０年度 ３２件 深谷市農業経営基盤強化資金利子助成事業（深谷市）他
〔根拠法令・要綱等〕
〔事業期間・採択期限〕事業期間 ２５年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし

農作物災害緊急対策事業 制度区分 県補助金 【農林部】
農業災害資金利子補給補助金 所管省庁

県担当課 農業支援課 農業資金担当（内線4088）
普及活動担当（内線4047）

支
援 降ひょう、降霜、低温、暴風雨、豪雨、干ばつ、降雪等の天災による災害によって損失を受けた農業を
目 営む者に対し、農業生産力の維持及び農業経営の安定を図るために補助措置を講じる。
的

〔対象事業〕
埼玉県農業災害対策特別措置条例の適用となり、その災害を知事が「特別災害」と指定した場合、市町

支 村長が、「特別災害」で被害を被った農業者に対して「知事が定める助成措置」を講じる場合、県が市町
村に対し、その経費の一部を補助金として交付する。

助成措置は以下の２事業である。
１ 農作物災害緊急対策事業

援 災害による被害農業者を対象にした、農作物被害の軽減と農業生産力の早期回復を図るための補助。
２ 農業災害資金利子補給補助金（農業近代化資金等融通円滑化事業）

災害による被害農業者の経営の回復を図るため、農協等が融資する農業災害資金の利子補給。
〔対象経費〕

内 １ 農作物災害緊急対策事業
病害虫の防除用農薬購入費、樹勢又は草勢の回復用肥料購入費、代替策又は次期作用種苗及び肥料購
入費、蚕種又は苗木の購入費、茶樹の樹勢更新のための中刈り若しくは台刈り経費、水稲の種苗又は
桑葉の輸送費（「特別災害」の指定条件により対象経費の内容は異なる。）

容 ２ 農業災害資金利子補給補助金（農業近代化資金等融通円滑化事業）
農協等が融資する農業災害資金の利子補給経費。

〔支援金額（率）〕
１ 農作物災害緊急対策事業 補助対象経費の１／２以内の額
２ 農業災害資金利子補給補助金（農業近代化資金等融通円滑化事業）

貸付利率：０％（利子補給 県０．９％、市町村０．９％）
貸付限度額：５００万円（償還６年以内、据置１年）以内

〔対象団体〕
市町村

〔予 算 額〕２１年度 １０,７１９千円（融資枠１億３千５百万円）、２０年度 １１,２８７千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 － 件

２０年度 １町（農業災害資金利子補給補助金）
〔根拠法令・要綱等〕埼玉県農業災害対策特別措置条例
〔事業期間・採択期限〕事業期間 －年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし
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運営費補助金制度
【農林部】

水産業活性化対策事業 制度区分 県補助金
所管省庁
県担当課 生産振興課 内水面漁場管理委員会・水産担当 (内線４１５１)

支
援 ブラックバス、ブルーギル等の外来魚の駆除を実施することにより、漁業や在来水生生態系への被害を
目 防ぐとともに、水生生態系の復元を行う。
的

〔対象事業〕
１ 外来魚駆除対策事業

外来魚による漁業被害や在来水生生態系への悪影響が生じている水域や今後の影響が懸念される
支 水域における外来魚の駆除。

２ 外来魚処理対策事業
漁業活動や駆除事業等により捕獲された外来魚の回収、処理。

援 ３ 漁場生態系復元事業
(１) 漁場生態系復元事業

外来魚により、在来水生生態系への悪影響が生じている水域において、外来魚の駆除とともに生
内 態系復元のための増殖事業の実施。

(２) 密放流防止対策
外来魚密放流防止の啓発等資源抑制対策のために実施する啓発資料及び掲示板等の作成等。

容 ４ 事業検討会
事業を効果的かつ円滑に実施するための、検討会の開催。

〔対象経費〕
対象事業の実施に要する経費

〔支援金額（率）〕
補 助 率 １／２以内

〔対象団体〕
市町村、漁業協同組合連合会、漁業協同組合

〔予 算 額〕 ２１年度 ４５０千円 ２０年度 ４５０千円

〔採択件数・採択例〕
２１年度 ４件（予定）
２０年度 ４件

〔根拠法令・要綱等〕
「外来魚被害緊急対策事業」補助金交付要綱

〔事業期間・採択期限〕
事 業 期 間 １年間
新規採択期限 特になし

〔組合せ出来る他制度〕
なし
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運営費補助金制度

【県土整備部】
総合流域防災事業 制度区分 国庫補助金・県補助金
（洪水ハザードマップ調査補助） 所管省庁 国土交通省

県担当課 河川砂防課防災担当（内線5137）
支
援 水災による被害の軽減のため、市町村が行う洪水ハザードマップ調査事業に対し、予算の範囲内におい
目 て補助金を交付する。
的

〔対象事業〕
洪水ハザードマップ作成に係る調査

支

〔対象経費〕
委託費

援

〔支援金額（率）〕
国は補助対象事業費の１／３以内。 県は補助対象事業費の１／３以内。

内

〔対象団体〕
市町村’（政令指定都市を除く）

容

〔予 算 額〕２１年度 ６，０００千円（県費ベース）、２０年度 ９，０００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定） ６件

２０年度 ９件（深谷市、草加市ほか）
〔根拠法令・要綱等〕（国）総合流域防災事業実施要領

（県）埼玉県総合流域防災事業費（洪水ハザードマップ調査補助）補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 当該年度 新規採択期限 平成２１年度
〔組合せ出来る他制度〕
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運営費補助金制度

【都市整備部】
みどりと花の公園づくり 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 公園スタジアム課 公園計画担当（内線５４０１）

支
援 みどりの基金を活用し、県民の環境に関する意識の醸成と公園緑化を目的に、公園における住民参加に
目 よる植樹活動やみどりの普及啓発活動などに係る費用を補助するもの。
的

〔対象事業〕
・みどりの普及啓発事業

支 ・苗木等購入事業

〔対象経費〕
・みどりの普及啓発に資する講習会等に係る費用

援 ・都市公園内に植樹・植付するための苗木等の購入費及び客土等の材料費

〔支援金額（率）〕
・補助率 １／２

内 ・補助限度額 １市町村あたり １，０００千円

〔対象団体〕
・市町村

容

〔予 算 額〕２１年度 ４，０００千円、 ２０年度 ５，０００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 未定

２０年度 ４件
〔根拠法令・要綱等〕埼玉県みどりと花の公園づくり推進事業費補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 なし
〔組合せ出来る他制度〕なし
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運営費補助金制度

【教育局】
学校教育に係る市町村総合助成金 制度区分 県補助金

所管省庁
県担当課 義務教育指導課（内線6777）

支
援 学校教育に係る市町村の様々な取組を総合的に支援することにより、市町村の自主性・自立性を促進す
目 るとともに、地域に根ざした教育行政サービスの充実に寄与する。
的

〔対象事業〕
１ 基礎・基本の徹底
（１）学力向上支援員配置事業

→ 確かな学力を育成するため、学力向上支援員の配置に対する支援
（２）理科実験ボランティア配置事業

→ 中学校における理科の実験等を補助する外部指導者の配置に対する支援
（３）幼・保・小交流事業

→ 幼稚園・保育所と小学校の学校間交流などの連携に対する支援
（４）中学校スポーツエキスパート活用事業

→ 運動部活動への外部指導者の派遣事業に対する支援
支 ２ いじめ・不登校の防止

（１）いじめ・不登校対策充実事業
ア 中学校配置相談員助成

相談員の中学校への配置事業に対する支援（さいたま市を除く全中学校対象）
援 イ 小中連携事業助成

小学校と中学校の連携事業に対する支援
３ 子どもたちの社会力の育成
（１）中学生職場体験推進事業

内 → 中学校における職場体験学習プログラムを活用した職場体験学習に対する支援

〔対象経費〕
事業ごとに定める、事業に直接必要とする経費

容
〔支援金額（率）〕

事業ごとの助成基準額と助成対象経費の支出額のいずれか少ない方の額に下記の補助率を乗じて
得た額

１（１）→１／２、 １（２）→１／２、 １（３）→１／２
１（４）→１／３、 ２（１）ア→２／３、 ２（１）イ→１／２、
３（１）→１／２、

〔対象団体〕
１（１）→８市町村、１（２）→ ５市町村、１（３）→ ２市町村
１（４）→市町村、 ２（１）ア→６９市町村、２（１）イ→８市町村
３（１）→８市町村

〔予 算 額〕２１年度 ３８１，１５２千円、２０年度 ４９９，３４５千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 未定

２０年度 １（１）６件、１（２）２件、１（３）１件、１（４）３６件、
２（１）ア ６９件、２（１）イ ２件、３（１）５件、

〔根拠法令・要綱等〕学校教育に係る市町村総合助成金交付要綱（19.4.1適用）
〔事業期間・採択期限〕事業期間 未定 新規採択期限 なし
〔組合せ出来る他制度〕なし
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運営費補助金制度
【教育局】

放課後子ども教室推進事業費 制度区分 国庫補助金・県補助金
補助金 所管省庁 文部科学省 生涯学習推進課

県担当課 家庭地域連携課 （内線6976）
支 すべての子どもを対象として、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用し、安全・安心な子どもの
援 活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちに勉強やスポーツ・文化芸術活動、地
目 域住民との交流活動等の機会を提供することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育
的 まれる環境づくりを推進する。

〔対象事業・対象経費〕
基 準 額 対 象 経 費

支 １ 放課後子ども教室推進事業 放課後子ども教室の運営に必要な経費
(1)放課後子ども教室運営費

１教室あたり ２，０３７千円を上限 ・安全管理員 ：1,330円/h を上限
(2)運営委員会経費 ・学習ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ：1,480円/h を上限

援 １市町村あたり ７７６千円を上限 ・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ：1,480円/h を上限
(3)コーディネーター経費

１人あたり ９２５千円を上限
２ 放課後子ども教室備品整備事業 放課後子ども教室実施のための備品の整備

内 １教室あたり ２５４千円を上限（１回限り） に必要な経費

〔支援金額（率）〕
対象経費の２／３（国１／３、県１／３）

容
〔対象団体〕

市町村（政令指定都市、中核市を除く。）

〔予 算 額〕 ２１年度 １１４，７７３千円 、 ２０年度 ７７，３３２千円
〔採択件数・採択例〕 ２１年度 （予定）３８市町

２０年度 ３１市町（熊谷市、行田市ほか）
〔根拠法令・要綱等〕 埼玉県放課後子ども教室推進事業等補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし

【教育局】
市町村人権教育指導研修 制度区分 県補助金
事業補助金 所管省庁

県担当課 人権教育課 （内線６８９５）
支
援 市町村における人権教育の推進を図るため、人権教育に関する指導者の養成を行う市町村に対し補助金
目 を交付する。
的

〔対象事業〕
市町村人権教育指導研修事業

支

〔対象経費〕
事業に直接必要とする謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費及び使用料

援

〔支援金額（率）〕
補助率 補助対象経費の１／２以内で、年額１００，０００円を限度とする。

内

〔対象団体〕
１４市町村

容

〔予 算 額〕２１年度 １，４００千円 、 ２０年度 １，４００千円
〔採択件数・採択例〕２１年度 （予定）１４件

２０年度 １４件
〔根拠法令・要綱等〕市町村人権教育指導研修事業補助金交付要綱
〔事業期間・採択期限〕事業期間 １年 新規採択期限 特になし
〔組合せ出来る他制度〕特になし


